
交通反則切符取扱要綱の制定について（例規通達）

平成２７年３月２４日

群本例規第１５号（交指）警察本部長

〔沿革〕 平成２９年３月群本例規第４号（交企 、令和２年１月第６号（交指 、２年） ）

９月第３２号（交指 、３年８月第１９号（交企）改正）

（概要）

この規定は、警察官及び交通巡視員が道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１

２６条に規程する反則者を認めた場合の告知、交通反則切符の作成等について、必要な

事項を定めたものである。


